
＜ お 知 ら せ ＞ 
 

初診および再診に係る選定療養費変更のご案内 
 

令和４年 10 月から初診時、再診時における外来の選定療養費が 

変更となります。 
 

＜令和 4 年 9 月 30 日まで＞   ＜令和４年１0 月１日から＞ 

【初診時】他の医療機関から紹介状をお持ちせず、受診された場合 
 

５,０００円(税込)    ７,０００円(税込)  

 

※初診時、選定療養費が係る受診の場合は初診料が 

減額されます。 
 

【再診時】医師から他の医療機関へ紹介されたにも関らず、 

ご自身の希望で当院を受診された場合 
 

２,５００円(税込)      ３,０００円(税込) 

 

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

院長                   


